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予算決算常任委員会審査報告書 

 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第８０

条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件        名 審査の結果 

議案第６４号 令和６年度精華町一般会計補正予算（第６号）について 原案可決 

議案第６５号 
令和６年度精華町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）について 
原案可決 

 

 

【委員会報告】 

議案第６４号 令和６年度精華町一般会計補正予算（第６号）について 原案可決 

【概要】 

 ◆事業経費の追加計上を行うもの 

補正額：２億３０５５万円   補正後の総額：１７２億９１２２万千円 

◎基金の管理事業の追加計上：３９３７万円 

  ◎自立支援給付事業の追加計上：１億８６００万円 

  ◎介護保険事業特別会計繰出金の追加計上：１８８万円 



  ◎企業誘致促進事業の追加計上：３３１万円 

 ◆債務負担行為の新規計上を行うもの 

  ◎第五次総合行政ネットワーク機器利用料：２１５万円 

  ◎町立中学校指導者用教科書・指導書・デジタル教科書購入業務：１０１９万円 

  ◎町立学校バス借上運行業務：１６００万円 

  ◎防災食育センター管理業務：７５００万円 

 

【基金の管理事業】 

Ｑ．特定防衛施設周辺整備調整交付金を令和６年度から令和１０年度まで積立て、 

給食無償化の財源確保とするとはどういうことか。 

Ａ．特定防衛施設周辺整備調整交付金の使途は、主にハード事業であったが、ソフ 

ト事業にも充当できるようになったため、毎年積み立てて複数年度に渡って使 

用できるよう基金事業とした。 

【自立支援給付事業】 

Ｑ．マイナンバーカードを利用するためのシステム改修をする医療機関が３件との 

ことだが、対象とのなる医療機関と３件しかできない理由は。 

Ａ．対象は、病院２件、薬局１７件であるが、医療機関の現状はデジタル処方箋な 

どのシステム改修が優先されており、マイナンバーカード利用のシステム改修 

を今年度中に取り組むことができる医療機関は３件であり内、病院１件、薬局 

２件である。 

【町立学校バス借上運行業務】 

Ｑ．今年度中に来年度の貸し切りバスの借り上げ契約行為を行う理由は。 

Ａ．バスの運転手不足などで、貸し切りバスの予約が困難であるため、バス確保の 

ために早めに契約をする。契約詳細についてはこれから協議を行う。 

 

≪ 討論なし ≫  

 

 

議案第６５号 
令和６年度精華町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）について 
原案可決 

【概要】居宅介護サービス給付費の追加計上を行うもの 

補正額：１５００万円  補正後の総額：３１億３１５０万円 

Ｑ．居宅介護サービス給付費が計画を上回る見込みとあるが、どのような理由か。 

Ａ．コロナ禍に作られた計画で給付の伸びに沿ったものだったが、コロナの影響が 

なくなり、在宅介護の給付費が令和６年４月から９月までの実績で算出した結 

果、増加するためである。他の給付費は予算内と想定している。 



 

≪ 討論なし ≫ 


